寄附金控除について

北広島市に対する寄附金は、所得税及び個人の住民税を計算するときに、次の算式で求めた金額を寄附金控除として控除することにより、税の軽減措置の対象となります。

■所得税の場合

	「特定寄附金の額」と「総所得金額等の４０％」とのいずれか少ない方の金額
	－
	２千円
	＝
	所得税から寄附金控除として所得控除されます。


※北広島市に対する寄附金は「特定寄附金」に該当します。

※所得税の所得控除が受けられます。

　☆控除の手続き…寄附金の領収書を添付して所得税の確定申告をしてください。

■住民税の場合

	「寄附金の額」と「総所得金額等の３０％」とのいずれか少ない方の金額
	－
	２千円
	－
	所得税の控除で軽減された税額
	＝
	住民税の税額から寄附金税額控除として、一定の範囲内で控除されます。


※北広島市に対する寄附金は、住民税の寄附金税額控除の対象となります。
※住民税の税額控除が受けられます。

　☆控除の手続き…所得税の確定申告をして控除を受ける方は、住民税の申告は必要ありません。

　　　　　　　　　所得税の確定申告をしない方は、寄附金の領収書を添付して住民税の申告をしてください。この場合、所得税分の控除を受けることはできません。

※住民税の減額につきましては、課税年の１月１日現在居住している住民税から控除されますので、１月１日に居住する市町村へ申告をしてください。






